
議案第１号  

 

   白井市手数料条例の一部を改正する条例の制定について   

 

 白井市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。  

 

  令和３年１１月２４日提出  

 

           白井市長  笠 井  喜 久 雄    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

 本案は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期

優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の制定

に伴い、手数料の金額を変更するため、条例の一部を改正するもの

です。  



   白井市手数料条例の一部を改正する条例  

 

 白井市手数料条例（昭和４０年条例第１号）の一部を次のように

改正する。  

 別表長期優良住宅建築等計画認定申請手数料の項を次のように改

める。 

長期優良

住宅建築

等計画認

定申請手

数料 

長期優

良住宅

の普及

の促進

に関す

る法律

（平成

２０年

法律第

８７号 

第５条

第１項

から第

５項ま

での規

定によ

る長期

優良住

宅建築

等計画

の認定

の申請

に対す

申請に係る長

期優良住宅建

築等計画が、

住宅の品質確

保の促進等に

関する法律（

平成１１年法

律第８１号）

第５条第１項

に規定する登

録住宅性能評

価機関（以下

「登録住宅性

能評価機関」

という。）に

より長期優良

住宅の普及の

促進に関する

法律第６条第

１項第１号に

掲げる基準に

適合している

と認められた

新築 一戸建ての

住宅 

１件につき 

８，０００円

共同住宅等

であって、

建築物全体

の住戸の数

が５戸以下

のもの 

１件につき 

１５，０００

円 

共同住宅等

であって、

建築物全体

の住戸の数

が５戸を超

えるもの 

１件につき 

２６，０００

円 

増築

又は

改築 

一戸建ての

住宅 

１件につき 

１２，０００

円 

共同住宅等

であって、

建築物全体

の住戸の数

が５戸以下

のもの 

１件につき 

２３，０００

円 

 ）  



る審査

  

 

ものである場

合 

共同住宅等

であって、

建築物全体

の住戸の数

が５戸を超

えるもの 

１件につき 

４０，０００

円 

その他の場合 新築 一戸建ての

住宅 

１件につき 

４１，０００

円 

共同住宅等

であって、

建築物全体

の住戸の数

が５戸以下

のもの 

１件につき 

１０１，０００

円 

共同住宅等

であって、

建築物全体

の住戸の数

が５戸を超

えるもの 

１件につき 

１６３，０００

円 

増築

又は

改築 

一戸建ての

住宅 

１件につき 

６２，０００

円 

 

共同住宅等

であって、

建築物全体

の住戸の数

が５戸以下

１件につき 

１５２，０００

円 

 



のもの 

共同住宅等

であって、

建築物全体

の住戸の数

が５戸を超

えるもの 

１件につき 

２４４，０００

円 

 

 

 

 （摘要） 

 １ 共同住宅等に係る長期優良住宅建築等計画認定

申請手数料（長期優良住宅の普及の促進に関する

法律第５条第４項又は第５項の規定による認定の

申請に係るものを除く。）の額は、この目に掲げ

る区分に応じ、それぞれ同目手数料の金額の欄に

定める額を認定申請対象住戸の数で除して得た額

（その額に１００円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てた額）とする。 

 ２ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第６条

第２項の規定による申出があった場合の長期優良

住宅建築等計画認定申請手数料の額は、表又は摘

要の１に定める額に、計画通知手数料の項建築基

準法第１８条第２項の規定による計画の通知に対

する審査の目に掲げる区分に応じ、それぞれ同目

の規定による額を加算した額とする。 

 別表長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料の項中「長期優

良住宅建築等計画認定申請手数料の項長期優良住宅の普及の促進に

関する法律（平成２０年法律第８７号）第５条第１項から第３項ま

での規定による長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査

の目」を「長期優良住宅建築等計画認定申請手数料の項長期優良住

宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）第５条第

１項から第５項までの規定による長期優良住宅建築等計画の認定の



申請に対する審査の目」に、「に２分の１」を「（共同住宅等に係

る長期優良住宅建築等計画（長期優良住宅の普及の促進に関する法

律第５条第４項又は第５項の規定による認定の申請に基づき同法第

６条第１項の認定を受けたものを除く。）の変更にあっては、同目

の摘要の１に定める額）に２分の１」に改め、「第９条第１項」の

次に「又は第３項」を加える。  

   附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、令和４年２月２０日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この条例による改正後の白井市手数料条例の規定は、この条例

の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申

請に係る手数料については、なお従前の例による。  
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議案第１号資料 

○白井市手数料条例（昭和４０年条例第１号）新旧対照表  

改 正 案 現  行 

（略） （略） 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

手数料の

種類 

手数料を徴収する事務 手数料の金額

（略） 

長期優良

住宅建築

等計画認

定申請手

数料 

長期優

良住宅

の普及

の促進

に関す

る法律

（平成

２０年

法律第

８７

号）第

５条第

１項か

ら第５

項まで

の規定

による

長期優

良住宅

建築等

計画の

認定の

申請に

対する

審査 

申請に係る長

期優良住宅建

築等計画が、

住宅の品質確

保の促進等に

関する法律（

平成１１年法

律第８１号）

第５条第１項

に規定する登

録住宅性能評

価機関（以下

「登録住宅性

能評価機関」

という。）に

より長期優良

住宅の普及の

促進に関する

法律第６条第

１項第１号に

掲げる基準に

適合している

と認められた

ものである場

合 

新築 一戸建ての

住宅 

１件につき

８，０００円

共同住宅等

であって、

建築物全体

の住戸の数

が５戸以下

のもの 

１件につき 

１５，０００

円 

共同住宅等

であって、

建築物全体

の住戸の数

が５戸を超

えるもの 

１件につき 

２６，０００

円 

増築

又は

改築

一戸建ての

住宅 

１件につき 

１２，０００

円 

共同住宅等

であって、

建築物全体

の住戸の数

が５戸以下

のもの 

１件につき 

２３，０００

円 

共同住宅等

であって、

建築物全体

の住戸の数

が５戸を超

えるもの 

１件につき 

４０，０００

円 

その他の場合 新築 一戸建ての

住宅 

１件につき 

４１，０００

円 

共同住宅等

であって、

建築物全体

の住戸の数

が５戸以下

のもの 

１件につき 

１０１，０００

円 

共同住宅等

であって、

建築物全体

の住戸の数

が５戸を超

えるもの 

１件につき 

１６３，０００

円 

増築

又は

改築

一戸建ての

住宅 

１件につき 

６２，０００

円 

手数料の

種類 

手数料を徴収する事務 手数料の金額

（略） 

長期優良

住宅建築

等計画認

定申請手

数料 

長期優

良住宅

の普及

の促進

に関す

る法律

（平成

２０年

法律第

８７号）

第５条

第１項

から第

３項ま

での規

定によ

る長期

優良住

宅建築

等計画

の認定

の申請

に対す

る審査

申請に係る長 

期優良住宅建 

築等計画が、 

住宅の品質確 

保の促進等に 

関する法律（ 

平成１１年法 

律第８１号） 

第５条第１項 

に規定する登 

録住宅性能評 

価機関（以下 

「登録住宅性 

能評価機関」 

という。）に 

より長期優良 

住宅の普及の 

促進に関する 

法律第６条第 

１項各号に掲 

げる基準に適 

合していると 

認められたも 

のである場合 

新築 一戸建ての

住宅 

１件につき

６，０００円

共同住宅等

であって、

建築物全体

の住戸の数

が５戸以下

のもの 

１件につき 

１２，０００

円を認定申請

対象住戸の数

で除して得た

額（その額に

１００円未満

の端数がある

ときは、これ

を切り捨てた

額） 

共同住宅等

であって、

建築物全体

の住戸の数

が５戸を超

えるもの 

１件につき 

２１，０００

円を認定申請

対象住戸の数

で除して得た

額（その額に

１００円未満

の端数がある

ときは、これ

を切り捨てた

額） 

増築

又は

改築 

一戸建ての

住宅 

 

１件につき

９，０００円

共同住宅等

であって、

建築物全体

の住戸の数

が５戸以下

のもの 

１件につき 

１８，０００

円を認定申請

対象住戸の数

で除して得た

額（その額に

１００円未満

の端数がある

ときは、これ

を切り捨てた

額） 

共同住宅等

であって、

建築物全体

の住戸の数

が５戸を超

えるもの 

１件につき 

３２，０００

円を認定申請

対象住戸の数

で除して得た

額（その額に

１００円未満

の端数がある

ときは、これ
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共同住宅等

であって、

建築物全体

の住戸の数

が５戸以下

のもの 

１件につき 

１５２，０００

円 

 

共同住宅等

であって、

建築物全体

の住戸の数

が５戸を超

えるもの 

１件につき 

２４４，０００

円 

 

 

 

（摘要） 

１ 共同住宅等に係る長期優良住宅建築等計画認定

申請手数料（長期優良住宅の普及の促進に関する法

律第５条第４項又は第５項の規定による認定の申

請に係るものを除く。）の額は、この目に掲げる区

分に応じ、それぞれ同目手数料の金額の欄に定める

額を認定申請対象住戸の数で除して得た額（その額

に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨

てた額）とする。 

２ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第６条

第２項の規定による申出があった場合の長期優良

住宅建築等計画認定申請手数料の額は、表又は摘要

の１に定める額に、計画通知手数料の項建築基準法

第１８条第２項の規定による計画の通知に対する

審査の目に掲げる区分に応じ、それぞれ同目の規定

による額を加算した額とする。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を切り捨てた

額） 

申請

に係

る長

期優

良住

宅建

築等

計画

が、

登録

住宅

性能

評価

機関

によ

り長

期優

良住

宅の

普及

の促

進に

関す

る法

律第

６条

第１

項各

号に

掲げ

る基

準に

適合

して

いる

と認

めら

れた

もの

以外

のも

ので

ある

場合

新築で

あって、

申請に

係る住

宅につ

いて、住

宅の品

質確保

の促進

等に関

する法

律第６

条第１

項に規

定する

設計住

宅性能

評価書

（当該

住宅の

構造及

び設備

のうち

同法第

５条第

１項に

規定す

る住宅

性能評

価が行

われた

部分が

長期優

良住宅

の普及

の促進

に関す

る法律

第２条

第４項

に規定

する長

期使用

構造等

である

ものに

限り、建

築基準

法施行

令（昭和

２５年

政令第

３３８

号）第 

８２条

の５に

一戸建ての住宅 １件につき 

１６，０００

円 

共同住宅等であっ

て、建築物全体の

住戸の数が５戸以

下のもの 

１件につき 

５７，０００

円を認定申請

対象住戸の数

で除して得た

額（その額に

１００円未満

の端数がある

ときは、これ

を切り捨てた

額） 

共同住宅等であっ

て、建築物全体の

住戸の数が５戸を

超えるもの 

１件につき 

９２，０００

円を認定申請

対象住戸の数

で除して得た

額（その額に

１００円未満

の端数がある

ときは、これ

を切り捨てた

額） 
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規定す

る限界

耐力計

算によ

って同

法第５

条第１

項に規

定する

住宅性

能評価

が行わ

れたも

のを除

く。）の

写しが

提出さ

れた場

合 

その他

の場合 

新築 一戸建ての

住宅 

１件につき 

４７，０００

円 

共同住宅等

であって、

建築物全体

の住戸の数

が５戸以下

のもの 

１件につき 

１０９，０００

円を認定申請

対象住戸の数

で除して得た

額（その額に

１００円未満

の端数がある

ときは、これ

を切り捨てた

額） 

共同住宅等

であって、

建築物全体

の住戸の数

が５戸を超

えるもの 

１件につき 

１７４，０００

円を認定申請

対象住戸の数

で除して得た

額（その額に

１００円未満

の端数がある

ときは、これ

を切り捨てた

額） 

増築

又は

改築 

一戸建ての

住宅 

１件につき 

６９，０００

円 

共同住宅等

であって、

建築物全体

の住戸の数

が５戸以下

のもの 

１件につき 

１６３，０００

円を認定申請

対象住戸の数

で除して得た

額（その額に

１００円未満

の端数がある

ときは、これ

を切り捨てた

額） 
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長期優良

住宅建築

等計画変

更認定申

請手数料 

（略） １件につき長

期優良住宅建

築等計画認定

申請手数料の

項長期優良住

宅の普及の促

進に関する法

律（平成２０

年法律第８７

号）第５条第

１項から第５

項までの規定

による長期優

良住宅建築等

計画の認定の

申請に対する

審査の目に掲

げる区分に応

じ、それぞれ

同目手数料の

金額の欄に定

める額（共同

住宅等に係る

長期優良住宅

建築等計画

（長期優良住

宅の普及の促

進に関する法

律第５条第４

項又は第５項

の規定による

認定の申請に

基づき同法第

６条第１項の

認定を受けた

ものを除く。）

の変更にあっ

ては、同目の

摘要の１に定

める額）に２

共同住宅等

であって、

建築物全体

の住戸の数

が５戸を超

えるもの 

１件につき 

２６０，０００

円を認定申請

対象住戸の数

で除して得た

額（その額に

１００円未満

の端数がある

ときは、これ

を切り捨てた

額） 

（摘要） 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第６条第２

項の規定による申出があった場合の長期優良住宅建築

等計画認定申請手数料の額は、表に定める額に、計画通

知手数料の項建築基準法第１８条第２項の規定による

計画の通知に対する審査の目に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ同目の規定による額を加算した額とする。 

長期優良

住宅建築

等計画変

更認定申

請手数料

（略） １件につき長

期優良住宅建

築等計画認定

申請手数料の

項長期優良住

宅の普及の促

進に関する法

律（平成２０

年法律第８７

号）第５条第

１項から第３

項までの規定

による長期優

良住宅建築等

計画の認定の

申請に対する

審査の目に掲

げる区分に応

じ、それぞれ

同目手数料の

金額の欄に定

める額に２分

の１    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



5 

分の１を乗じ

て得た額 

（略） 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律

第９条第１項又は第３項の規定による長

期優良住宅建築等計画の変更の認定の申

請に対する審査 

（略） 

（略） 
 

   を乗じ

て得た額 

（略） 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律

第９条第１項     の規定による長

期優良住宅建築等計画の変更の認定の申

請に対する審査 

（略） 

（略） 

  

 

 

 

 

 

 

 


